
令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ３ 日

あきる野市新型コロナウイルス感染症対策本部

ＧＷ期間中の来訪自粛要請等の取組、市立公園利用の注意喚起、

公共施設駐車場の閉鎖等について

本日、開催したあきる野市新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、下記

のとおり決定した。

記

１ 特別定額給付金（仮称）の対応体制、執務室、事務作業及び主たる窓口（企画

政策部）を決定した。

２ 証明書類の発行に係る手数料を以下のとおり免除する。

（１）免除対象者

市民又は市内事業者で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴い

貸付や融資等の生活支援・経済対策を利用する者のうち、証明書類発行の申請時

にその旨を申し出た者。

（２）免除する期間

令和２年４月２３日受付分から当面の間

（３）免除する証明書

ア 住民票の写し

イ 印鑑登録証明書

ウ 課税証明書又は非課税証明書

エ 納税証明書

（４）交付方法

本庁舎、五日市出張所及び増戸連絡所の窓口（以下「市役所窓口」という。）

で発行するものに限る。なお、郵送での申請については免除対象とするが、コ

ンビニエンスストア等での交付については免除対象としない。

（５）対象とする貸付等の主な制度

これらのほか、新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策のために自治体等

が実施する制度については原則として免除対象とする。

実施主体 制度

あきる野市 中小企業振興資金融資制度

小口零細企業保証資金融資

小規模事業者経営改善資金（マル経融資）制度

先端設備等導入計画認定制度

あきる野市社会福祉協議会 福祉資金 緊急小口資金（特例貸付）

総合支援資金 生活支援費（特例貸付）

東京都産業労働局 新型コロナウイルス感染症対応緊急融資

日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付



（６）周知方法

市役所窓口にポスターを掲示するほか、ホームページ及び安心メールにより周

知する。また、あきる野商工会及びあきる野市社会福祉協議会に情報提供する。

３ ゴールデンウイーク期間中における来訪自粛要請等を以下のとおり実施する。

（１）道路情報機器（電光表示板等）による来訪自粛要請喚起

幹線道路（都道、圏央道等）に設置された電光表示の道路情報を活用し、不要

不急の来訪自粛を要請するため、各道路管理者への協力を依頼中である。

（２）主要交差点への看板の設置

市内主要幹線道路の交差点（６箇所）に来訪自粛要請の看板を４月２４日（金）

までに設置する。（①油平②山田③武蔵五日市駅前④小中野⑤十里木⑥荷田子）

（３）主要観光トイレへのポスター掲示

東京都が作成した「緊急事態措置実施中」のポスターを４月２４日（金）まで

に掲示し、外出自粛及び、ソーシャル・ディスタンス（人との距離を確保するこ

と）の実践を幅広く呼びかける。

市内１１箇所

①山田天神前②武蔵増戸駅前③武蔵五日市駅前④秋川橋河川公園⑤佳月橋

⑥盆堀大日影⑦ひかり小屋（盆堀）⑧十里木駐車場⑨荷田子⑩落合橋橋詰

⑪木和田平

（４）十里木及び秋川渓谷瀬音の湯駐車場の閉鎖

４月２５日（土）から閉鎖する。

（５）市内スーパー等へのポスター掲示

東京都が作成した「緊急事態措置実施中」のポスターを市内大型販売店に掲示

要請した。（３４店舗）

①スーパー １３店舗 ②ドラッグストア １２店舗

③ホームセンター ３店舗 ④その他販売店舗 ５店舗

⑤パチンコ屋 １店舗

４ 市立公園の利用について、遊具の使用などの注意喚起を行う。

５ ４月２５日（土）から５月６日（水）までの間、以下の施設については、閉館・

休場中は駐車場も閉鎖する。

（１）あきる野市役所（一部利用可） （２）五日市出張所（一部利用可）

（３）小宮ふるさと自然体験学校 （４）戸倉グラウンド

（５）秋川ふれあいセンター

（６）草花公園（市民プール・市民球場）（公園利用可）

（７）第２水辺公園 （８）第３水辺公園

（９）小峰台公園（公園利用可） （10）高尾公園（公園利用可）

（11）図書館 （12）秋川体育館・中央公民館 （13）いきいきセンター

（14）総合グラウンド （15）山田グラウンド

（16）五日市ファインプラザ （17）グリーンスポー-ツ公園

※十里木及び秋川渓谷瀬音の湯駐車場は、３（４）に記載のとおり。


